
1.時間単位年休の位置づけ

　年次有給休暇（以下、年休）は日単位が原則で

あり、まとまった日数の休暇を取得するというの

が年休制度の本来の趣旨ですが、その本来の趣旨

を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、

労使協定の締結により時間単位での年休付与が平

成22年 4 月から可能となりました。

　このように、時間単位年休はいわば例外であり、

あくまで日単位が年休の原則ということになりま

す。

2.時間単位年休の付与日数と 1日当たりの時間数

　上述の年休の趣旨に鑑み、時間単位で付与でき

る年休は年 5 日以内とされています。また、「 1

日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に

相当するかについては、当該労働者の所定労働時

間数を基に定めることとなる」（平21. 5.29　基発

0529001）とされています。

3.育児短時間勤務者の所定労働時間

　このように、年休を時間単位で取得しようとす

る場合、当該労働者の所定労働時間数（ 1時間に

満たない時間数については、時間単位に切り上げ）

を基に年休 1日分当たりの時間数が決まります。

　そこで、ご質問のように育児を理由として短時

間勤務をしている者が時間単位年休を取得する場

合、その所定労働時間はどのように考えるべきな

のでしょうか。

　貴社における本来の所定労働時間は 8 時間で

あって、短時間勤務制度を利用することで一時的

に 7時間勤務になっているだけであり、所定労働

時間は 8時間であることに変わりはないとの見方

もできそうです。

　しかし、「所定労働時間」とは就業規則や労働契

約によって定められるものであり、日々働く義務

のある時間を指していることからすれば、現実の

所定労働時間は短縮後の 7時間と見るのが妥当で

はないでしょうか。この点、育児短時間勤務を定
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める育児・介護休業法23条において、「所定労働時

間の短縮措置」との言い方をしていることとも符

合します。

4.ご質問への回答

　以上のことから、貴社で 1時間時短をしている

育児短時間勤務者の所定労働時間は 7 時間とな

り、年休 1日は 7時間分の時間単位年休に相当し

ます。そのため、 2時間分の時間単位年休の取得

申請があったこのケースの残数は、「 4 日＋ 5 時

間」となります。

5.年の途中で所定労働時間が変更となる場合

　ところで、短時間勤務期間中に年休が付与され、

その期間中に時間単位年休を取得するのとは異な

り、年休の付与はフルタイム勤務期間中、時間単

位年休の取得は短時間勤務期間中という場合（つ

まり、年休の付与時と取得時とで所定労働時間が

異なる場合）には、どのように考えればよいので

しょうか。とりわけ、所定労働時間が変更となる

時点で、年休 1日に満たない時間単位部分が残っ

ている場合に問題となります。

　これに関しては、行政通達で「時間単位年休と

して取得できる範囲のうち、 1日に満たないため

時間単位で保有している部分については、当該労

働者の 1日の所定労働時間の変動に比例して時間

数が変更される」（平21.10. 5　基発1005第 1 ）と

示されています。つまり、上記のケースでは、時

間単位での保有部分について、短時間勤務におけ

る所定労働時間に応じた時間数に置き換えられる

こととなります［図表］。

図表  �時短勤務により年の途中で所定労働時間が変更となる場合の時間単位年休の取り扱い（例）

フルタイム
（所定 8時間）

付与日（ 4 / 1 ）年休取得（ 1時間） 時短勤務の措置付与日（ 4 / 1 ）

残日数40日

うち 5日（40時間）分
が時間付与可能

残日数39日＋ 7ｈ

短時間勤務
（所定 6時間）

手持ちの日単位部分はそのままスライド
手持ちの時間単位部分は比例変更※

残日数39日＋ 6ｈ

※時間単位部分は、 7 / 8 日残っていると考え、
　短縮後の所定労働時間を基に次のとおり比例変更。
　所定労働時間（ 6ｈ）× 7 / 8 ＝ 6 ｈ（端数切り上げ）

フルタイム
（所定 8時間）

付与日（ 4 / 1 ）契約変更（ 7 / 1 ） 年休取得（ 1日）付与日（ 4 / 1 ）

残日数40日

残日数40日 残日数39日

通常付与
パートタイマー

（所定 8時間、週 3日）

手持ちの年休残日数がそのままスライド※

〈参考〉年の途中で所定労働日数が変更となる場合

現行契約内容（週所定労働日数 3日）
に応じた比例付与

※年の途中で労働日数の契約が変わった場合であっても、
　付与日時点の所定労働日数で計算されたものを引き継ぐ。
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